
５月３１日までに
申し込むと、
令和５年度第１期
から振替できます。
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令和5年度国民健康保険税（保険税）

医療費の一部負担金の
支払いが困難なとき

　震災、風水害、その他特別の
事情により、医療費の一部負担
金の支払いが困難なときは、申
請により減免が認められること
があります。

保険税を納めるのが困難なとき

　納期限までに保険税の納付が困難な方
には、納税課での納税相談をご案内して
います。また、災害、その他特別の事情
がある場合、保険年金課での申請により
保険税の減免が認められることがありま
す。

　会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した人（雇用保険の特
定受給資格者および特定理由離職者に限る）の保険税は、離職日の翌日
の属する月から翌年度末までの間、前年中の給与所得を１００分の３０とみ
なして計算します。
対象者
　①離職時の年齢が65歳未満
　②雇用保険の特定受給資格者 または 特定理由離職者
　（離職理由：１１・１２・２１・２２・２３・３１・３２・３３・３４）
※軽減を受けるためには、申請が必要です。雇用保険受給資格者証または雇用保
険受給資格通知と保険証を持参の上、手続きしてください。
（受給資格通知の場合、離職理由の改定があったときは最新の変更がわかるもの
が必要です。）

※軽減を受けるためには、申請が必要です。
※国保健康保険組合に加入していた人は適用対象外です。

特例対象被保険者（非自発的失業者）

　社会保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、
その被扶養者となっていた６５歳以上の人が国保に入る場合、次のとおり
保険税が軽減されます。

後期高齢者がいる世帯

〈保険税の決まり方〉①所得割額 ＋ ②均等割額 ＝ １年間の保険税額（１００円未満切り捨て）

◆国保に入るとき、やめるときなど・・２ページ上段　◆国保で受けられる給付・・・２ページ下段
◆医療費が高額になったとき・・・・・３ページ　　　◆令和5年度国民健康保険税・・・４ページ

　保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主本人が国保に加入
していなくても、世帯の中に被保険者がいれば、納税通知書は世帯主
宛てに送付されます。

　納税通知書は、毎年６月中旬に送付され、年度（４月～翌年３月）ごとに９
回（普通徴収）または６回（特別徴収）に分けて納めます。
　また、年度の途中で加入等の届け出があった際は、残りの期別で納めるこ
ととなります。

◎納付書
　納期限までに納税通知書に添付された納付書で市指定の金融機関、
コンビニエンスストア等で納めます。
◎スマホ決済アプリ・地方税お支払サイト
　納期限までに納税通知書に添付された納付書のバーコードまたはQR
コードを、市指定のアプリで読み取って納めます。また、「eLマーク」
の記載のある納付書は、「地方税お支払サイト」を利用してクレジット
カードやインターネットバンキング等で納めることも出来ます。
　ただし、いずれの場合も領収書は発行されないため、アプリやサイト
内の支払い履歴等で納付の確認をしてください。
◎口座振替
　口座振替の申し込みをすると、納期限日に口座から引き落とされます。

普　通　徴　収

◎対象世帯
　次の全てにあてはまる世帯は、原則、世帯主の年金から保険税が引き
落とされます。ただし、世帯主が国保被保険者でない場合は対象外です。
　①国保被保険者全員（世帯主含む）が 65歳以上 75歳未満。
　②特別徴収の対象となる年金（老齢・退職・障害・遺族）が年額18万円以上
　　で、保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない。
　※老齢厚生年金は特別徴収の対象となりません。
　※世帯主が 75歳になる年度は普通徴収になります。
　※年金引落しとなる人でも、保険税の滞納がなければ申出により口座
　　振替に変更が可能です。
　

　医療機関や薬局でマイナンバーカード
を健康保険証として使用できます。
　なお、マイナンバーカードを健康保険
証として使用するには、マイナポータル
などで申し込みが必要です。
　
　　　詳細はQRコードで
　　　ご確認ください。

利用できる医療機関には、上のポスター
やステッカーが貼ってあります。

　口座振替の申し込みをすると、納期限日に口座から引き落とされます。
　一度申し込みをすると、原則、翌年度以降も自動的に更新されるので便利で
す。「ペイジー口座振替受付サービス」利用によりキャッシュカードで簡単に申し
込みができます。

次のいずれかで手続き
・保険年金課
・納税課
・サービスセンター

※納税通知書についている口座振替依頼書を使用する場合は、５月１９日までに
　預貯金通帳・口座届出印を持参し、金融機関へ。
※一部、利用できない金融機関やキャッシュカードがあります。
　詳細は発行元の金融機関へ問い合わせてください。

特　別　徴　収

保　険　税　の　納　め　方保　険　税　の　納　め　方

　世帯主と被保険者の令和4年1月から12月の総所得金額の合計が、一定
基準以下である場合は、均等割額が軽減されます（所得未申告の人がい
ると、軽減の適用ができません）。

※ 世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等に
係る所得を有する人の数が２人以上の世帯は４３万円＋１０万円×（給与・年金所得者
の数－１）
※ 軽減の対象となる基準所得等は年度によって異なります。

所得の少ない世帯

保　険　税　の　軽　減保　険　税　の　軽　減

※ 市町村は県が示した標準保険税率を参考に保険税率を決定します。
※ 所得割額欄に記載の基準総所得金額とは、令和4年1月から12月の総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
※ 均等割額欄に記載の金額は、一人当たりの基本税額です。
※ 算定の方法等は年度によって異なります。

一世帯当たりの
賦課限度額合計

102万円

介護納付金分
（４０～６４歳の人）

基準総所得金額×１.８％

９８００円

１7万円

後期高齢者支援金分
（０～７４歳の人）

基準総所得金額×２.３％

７８００円

20万円

医療給付費分
（０～７４歳の人）

基準総所得金額×７.３％

２万７０００円

６5万円

 ①所得割額

 ②均等割額

一世帯当たりの限度額

7割軽減 5割軽減 2割軽減

43万円※

43万円※
+

29万円
×

被保険者数

43万円※
+

53万5000円
×

被保険者数

軽減対象 軽減内容

負担はありません

加入月から２年を経過する月までの間に限って２分の１
（均等割額軽減なし、または２割軽減の世帯の人のみ）

所得割額

均等割額

　未就学児（6歳以後最初の3月31日までの児童）は均等割額が2分の1に
減額されます。所得の少ない世帯の軽減が適用される世帯の未就学児は、
軽減後の均等割額が2分の1に減額されます。

未就学児

減額後の均等額 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし

4050円 6750円 1万800円 1万3500円医療給付費分

1170円 1950円 3120円 3900円後期高齢者支援金分

ご相談ください

もくじ

一部のがん検診、脳の健康度チェック（認知症検診）は、特定健診と同時に受診できる場合があります。
詳しくは各担当へ。
■「がん検診」（肺がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診・前立腺がん検診等）は、保健センター (922-0200) へ
■「脳の健康度チェック（認知症検診）」は、長寿支援課（922-2862）へ

■特定健診とは、慢性腎不全・高血圧・糖
尿病などの自覚症状が出にくい生活習慣
病の重症化予防のための健康診断（いわ
ゆるメタボ健診）で、血液検査や尿検査
から健康状態をチェックします。
■健康な生活を続けるためには、食生活や
運動と同時に、健康状態を知り症状が出
る前に生活習慣の改善や治療を開始する
ことが大切です。

■病気を早期に発見できる。
■病気の早期発見で医療費が少なくなる。
■定期的な受診で健康状態を確認できる。
■健診結果によっては、「保健指導」が受
けられる。
　（「保健指導」とは生活習慣を見直すため
に、保健師等と面談などを実施するもの
です。）

納税義務者

納税通知書の送付時期

QRコードは㈱デンソーウェープの登録商標です。

受診期間は、６月１日（木）～１２月１５日（金）
対象者には５月下旬に受診券等を送付します。

受診券、問診票、保険証を市内指定医療機関へ持参し受診（医療機関により事前予約要）

問い合わせ先  保険年金課保険税係 ☎９２２-１５９２　E９２２-３１７８

を受けましょう！

草加市国民健康保険加入者の40歳～75歳未満の人へ

「あの時受けておけば…」と思う前に特定健診を！

マイナンバーカードが保険証として使えます 　保険税の納付は口座振替が便利です

特定健診を受けるとこんないいこと！

特定健診

同時に受診
しませんか？

手続き
かんたんべんり♥

①来庁者本人の
　キャッシュカード
②本人確認ができる
　もの

必要なもの

健康保険証利用申込のお問い合わせ

受付時間（年末年始を除く）

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
平　日：9時30分～20時00分
土日祝：9時30分～17時30分

マ　　イ　 ナン　バー

マイナンバー総合
フリーダイヤル 0120-95-0178マイナンバー総合
フリーダイヤル

通常、約1万２千円のところ

「年１回、無料」
で受診できます。


